
4広報たわらもと 2014.6広報たわらもと 2014.6

今 月 の 話 題 町民の皆さんにお知らせしたい、制度の変更や
重要な情報などを掲載しています。
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給付金支給対象者診断チャート（基準日は平成 26年 1月 1日現在）　
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が
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れ
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①
平
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特
例
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付
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は
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②
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児
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児
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児
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付
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き
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、
平
成
26
年
1
月
1
日
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在

に
お
い
て
住
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れ
て
い
る
市
町

村
と
な
り
ま
す
。
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請
手
続
き
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つ
い
て
は
、
現
在
準
備

を
進
め
て
い
ま
す
。

 

申
請
の
受
付
時
期
・
手
続
き
や
給
付
金

の
情
報
に
つ
い
て
は
、
順
次
、
広
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や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
お
知
ら
せ
し
ま

す
。
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平成 26 年度の住民税
は課税されていますか。

平成 26 年度の住民税
が課税されている人に
扶養されていますか。

加算対象の基礎年金・
児童扶養手当などを受
給していますか。

臨時福祉給付金の支給
対象者となる可能性が
あります。（1万円）

対象ではありません。
※保護基準の改定で消費税の
負担に対応します。

いいえ
対象ではあ
りません。

はい
対象ではあ
りません。

平成 25 年中の所得は制限額以
上ですか。

臨時福祉給付金の支給対象者
となる可能性があります。
（加算を含む 1万 5千円）

子育て世帯臨時特例給付金
の支給対象者となる可能性
があります。

平成 26年 1月分の児童手当な
どを受給していますか。
（中学生以下の児童がいますか）

生活保護を受けていま
すか。

専
用
回
線
が
で
き
ま
し
た
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受
付
時
間　

午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5

時
15
分
（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

※ このチャートは、一
般的な場合を想定し
ています。はい

はい

はい

臨時福祉給付
金の対象では
ありません。
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